
学学習習をを振振りり返返ろろうう  22部部11章章  日日本本国国憲憲法法とと私私たたちち  節節のの振振りり返返りり((教教科科書書pp..7700））  

  年  組  番            

  

11節節のの振振りり返返りり：：下下のの表表をを参参考考にに 11節節のの問問いいををままととめめよようう    

1 章

の 

問い 

民主的な社会をつくるために、私たちはどのように憲法をとらえ、考えていくべきなのだろう

か。 

1 節

の 

問い 
民民主主社社会会でではは、、ななぜぜ法法にに基基づづくく政政治治がが大大切切ななののだだろろううかか。。  
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主張    

民主社会では、法に基づく政治が大切である。 

理由① 

 

理由② 

 

理由③ 

 

部分サンプル



22節節のの振振りり返返りり：：下下のの表表をを参参考考にに 22節節のの問問いいををままととめめよようう    

 
    

1 章

の 

問い 

民主的な社会をつくるために、私たちはどのように憲法をとらえ、考えていくべきなのだろう

か。 

2 節

の 

問い 
日日本本国国憲憲法法でではは、、ななぜぜ基基本本的的人人権権がが保保障障さされれてていいるるののだだろろううかか。。  
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主張 

  日本国憲法では、基本的人権が保障されている。 

理由① 

 

理由② 

 

理由③ 

 



33節節のの振振りり返返りり：：下下のの表表をを参参考考にに 33節節のの問問いいををままととめめよようう      

1 章

の 

問い 

民主的な社会をつくるために、私たちはどのように憲法をとらえ、考えていくべきなのだろう

か。 

3 節

の 

問い 
日日本本国国憲憲法法でではは、、ななぜぜ国国のの統統治治ににつついいてて規規定定ししてていいるるののだだろろううかか。。  

① 

図
で
知
識
を
整
理
す
る 

ココ  ササ 

シシ  

② 

図
で
問
い
を
考
え
る 

 

③ 

問
い
を
ま
と
め
る 

 

 

 

 

 

  

振振りり返返りり  

節の問い：学習を通して考えをまとめることが 

□よくできた  □できた  □あまりできなかった 

 

理由 

 

事実 

 

主張 

 



学学習習をを振振りり返返ろろうう  22部部11章章  日日本本国国憲憲法法とと私私たたちち  章章のの振振りり返返りり((教教科科書書pp..7711））  

  年  組  番           

 
①①「「学学習習のの前前にに」」をを振振りり返返ろろうう。。  

(1)教科書 p.30～31  TTRRYY22 を振り返り、改めてイラストから困っている人や課題がある場面を探して、

その具体的な内容を下の表の➊、❷にまとめてみよう。 

 

(2)イラストから権利が保障されている人や場面を探して、その具体的な内容を下の表の➊、❷にまと

めてみよう。 

 

(3)章の学習を踏まえて、(1)、(2)で見つけた内容が関係する日本国憲法の条数を上の表の❸にまとめ

てみよう。 

 

(4)<<対対話話>>(3)で作成した表を周りの人と持ち寄って、意見交換をしてみよう。 

➊困っている人や

課題がある場面 
❷内容 ❸日本国憲法との関わり 

   

➊権利が保障され

ている人や場面 
❷内容 ❸日本国憲法との関わり 

   



②②  節節のの振振りり返返りりやや①①をを参参考考ににししてて、、章章のの問問いいのの答答ええををままととめめよようう。。  

<<スステテッッププ 11>>  

(1) 上の図の(A)を考えよう。 

  

<<スステテッッププ 22>>  

(1) 上の図の(B)について、クラゲチャートを用いてアイデアを出そう。その際、教科書 p.43 TTRRYY22も参

考にしてみよう。 

(2)<<対対話話>>(1)について、周りの人と意見交換をしながら、上の図の(B)をまとめよう。 

振振りり返返りり  

章の問い：学習を通して考えをまとめることが 

□よくできた  □できた  □あまりできなかった 

章の学習を通して特に重要だと思ったこと 

 

 

 
 

<<11章章のの問問いい>>  

民主的な社会をつくるために、私たちはどのように憲法をとらえ、考えていくべきなのだろうか。 

<<スステテッッププ 11>>  

  

私は、憲法とは 

(A) 

 

 

 

であると考える。 

<<スステテッッププ 22>>  

  

民主的な社会をつくるために、私たちは 

(B) 

 

 

 

していくべきである。 

 


